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● イスラエル政府は、現在実施中の行動制限措置に関し、２月２１日から第二

弾の段階的な緩和を開始しましたが、更なる第三弾目の緩和が３月７日（日）か

ら実施される予定です。 

（首相府及び保健省共同発表、英語） 

https://www.gov.il/en/departments/news/01032021-03 

 

１ 学校教育 

緑色と黄色の都市及び７０％がワクチン接種を受け、教育保護プログラムが実

施されているオレンジ色の都市において、７～１０年生の教室学習を可能とす

る。 

（信号機モデルに基づく自治体の色分け：保健省発表、ヘブライ語） 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/ramzor-cites-

guidelines?chapterIndex=1 

（３月７日（日）から始まる教室学習の概要：教育省、ヘブライ語） 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/corona/back-to-

school 

（教育保護プログラムの概要：保健省発表、ヘブライ語） 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/swab-pooling?chapterIndex=1 

 

２ 施設等の利用 

（１）グリーンパスなし 

第二弾目の緩和措置に加え、パープルバッジ基準に従い、カフェやレストランで

の屋外の着席を可能とする。 

（２）グリーンパスあり 

第二弾目の緩和措置に加え、カフェやレストランでの屋内及び屋外の着席、ホテ

ル、イベントホール、娯楽施設、カンファレンスの完全な営業を可能とする。 

 

グリーンパスの取得資格：新型コロナウイルス・ワクチンを２回接種し、かつ、

２回目の接種から１週間経過した者又は新型コロナウイルス感染から回復した

者。下掲のサイトからグリーンパスを申請・取得することが必要。 

 

（グリーンパスのガイドライン：保健省発表、英語） 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/ramzor-cites-

guidelines/en/subjects_corona_FAQ%20Green%20Pass%20(1).pdf 
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（グリーンパス申請用サイト：保健省発表、英語） 

https://corona.health.gov.il/en/green-pass/ 

※上記サイト内の最下部にある「Google Play」及び「App Store」からスマート

フォンに専用アプリをダウンロードすることも可能です（アプリも英語対応）。 

 

（パープルバッジ基準：保健省発表、ヘブライ語） 

https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/ 

 

３ 集会の制限 

屋内２０人、屋外５０人（屋内１０人・屋外２０人の制限が継続される赤色都市

を除く。）。 

 

【参考情報】 

行動制限措置の第二弾目の緩和に係る２月１９日付け領事メール 

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100151942.pdf 

 

イスラエル保健省（英語） 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/ 

 

National Emergency Portal（英語） 

https://www.oref.org.il/en 

 

イスラエル国内における PCR検査について 

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100143104.pdf 

 

新型コロナウイルスに関する当館から発出したこれまでの情報提供 

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html 

 

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法 

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100090369.pdf 

 

【問い合わせ先】 

在イスラエル日本国大使館 

Tel: +972-(0)3-6957292 

Fax: +972-(0)3-6960340 

Ｅメール：ryouji@tl.mofa.go.jp 

大使館ＨＰ： 

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在留届電子登録・変更（3か月以上の滞在）： 
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

たびレジ登録・変更（3か月未満の渡航）： 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 
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